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令和3年9月1日 

 

令和3年度 都道府県医師会および郡市区医師会が開催する 

「日医かかりつけ医機能研修制度 応用研修会」実施要領 

 

１．目的 

日本医師会（以下「日医」）は、平成28年4月より「日医かかりつけ医機能研修制度」（以下「本

制度」）を創設し、応用研修会資料（以下「テキスト」）を作成するとともに応用研修会を実施する

（以下、日医主催の応用研修会を「中央研修」）。 

多くの医師が応用研修を受講し本制度を修了することが、本制度全体の充実と発展につながり、

ひいては、会員医師等の地域住民から信頼される「かかりつけ医機能」のあるべき姿を評価し、そ

の能力を維持・向上することを目的とするものである。今後は、本制度を実施する都道府県医師

会において、日医と同様の応用研修会の実施が望まれる。 

 

２．本実施要領の適用期間 

本実施要領の適用期間は、本実施要領の送付から令和4年3月31日とする（ただし、本制度の

仕組みに大きな変更がない限りは、次年度実施要領の発出まで継続される予定）。 

 

３．「受講証明書」交付対象の研修 

「受講証明書」交付対象となる研修会は、次の（１）または（２）のとおりとし、「４．」の内容

を満たすものでなければならない。 

（１） 都道府県医師会が主催、もしくは郡市区医師会が主催し、当該都道府県医師会が承認した

研修。 

（２） 上記（１）であり、次のア～ウと共催する研修。 

 ア 国・地方公共団体 

 イ 学会、学術大会および同等のもの 

 ウ 企業（ただし、後掲の【確認事項１】を参照のこと） 

 

４．応用研修の内容と形式 

応用研修の内容は、日医が「日医かかりつけ医機能研修制度 応用研修講義要綱【シラバス】」

（以下「シラバス」）に基づき、３年度に分割して作成するテキストの全項目を範囲とし、講師ま

たは中央研修の講師による映像DVDまたはMP4ファイル（以下「DVD等」）による各１時間以上の

座学による講義とする。令和元～3年度の「講義内容一覧」は下表のとおり。 

教材については、日医が中央研修にて作成したテキストを使用する。講義用のパワーポイント

またはDVD等については、「６．（３）」にて日医が提供したものを使用する。 

※ テキストおよび講義用パワーポイントを都道府県医師会において独自に作成する場合は、後

掲の【確認事項２】を参照のこと。 

※ 座学による参加形式に加え、「日本医師会 Web 研修システム」（以下「日医 Web 研修システ

ム」）を使用したライブ配信に限り、Web形式による研修会が認められる。開催に際しては、

後掲の【確認事項３】を参照のこと。 
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ただし、Web形式による研修会の場合、講義「かかりつけ医の感染対策」および「かかりつ

け医の倫理」の受講における専門医共通講習の単位は認められない。 

 

 

  講 義 内 容 一 覧  

令

和

元

年

度 

１－(1) 
【専門医共通講習－②感染対策（必修）：1単位】※ 

かかりつけ医の感染対策 
CC 8:1単位 

２－(1) かかりつけ医に必要な生活期リハビリテーションの実際 CC19:1単位 

３－(1) 医療保険と介護保険、地域包括ケアシステムの構築 CC 6:1単位 

４－(1) かかりつけ医の社会的処方 CC13:1単位 

５－(1) 終末期医療、褥瘡と排泄 
CC58:0.5単位 

CC81:0.5単位 

６－(1) 多疾患合併症例 CC73:1単位 

令

和

2

年

度 

１－(2) 
【専門医共通講習－①医療倫理（必修）：1単位】※ 

かかりつけ医の倫理 
CC2:1単位 

２－(2) かかりつけ医に必要な小児・思春期への対応 CC72:1単位 

３－(2) 在宅医療、多職種連携 
CC10:0.5単位 

CC80:0.5単位 

４－(2) 
かかりつけ医に必要なリーダーシップ、マネジメント、コミュニ

ケーションスキル 
CC4:1単位 

５－(2) 認知症、ポリファーマシーと適正処方 CC29:1単位 

６－(2) 在宅リハビリテーション症例 CC15:1単位 

令

和

3

年

度 

１－(3) 
【専門医共通講習－③医療安全（必修）：1単位】 

かかりつけ医の質・医療安全 
CC7:1単位 

２－(3) メタボリックシンドロームからフレイルまで CC82:1単位 

３－(3) 地域医療連携と医療・介護連携 CC13:1単位 

４－(3) 地域包括ケアシステムにおけるかかりつけ医の役割 CC12:1単位 

５－(3) リハビリテーションと栄養管理・摂食嚥下障害 CC19:1単位 

６－(3) 地域連携症例 CC15:1単位 

 

５．開催内容と構成 

本研修会は、上記「講義内容一覧」における令和元～3年度の講義から、１講義より選択・組み

合わせのうえ開催できる。また、１件の研修会を複数日に分けて開催することも可とする。 

なお、日医生涯教育制度等の取り扱いは下記（１）～（２）とする。 

（１） 日医生涯教育制度 

応用研修は、生涯教育制度の対象となる。カリキュラムコード（以下「CC」）と単位は主催

者が指定するものであるが、基本的な１講義（1時間）１CC １単位に則った見本を参考と

して上記「講義内容一覧」に示す。 

（２） 専門医共通講習 

講義１について、専門医共通講習として実施する際は、主催者が「2021年度『日本専門医

機構認定共通講習』の実施について」（生124、令和3年3月3日）にて通知された「2021

年度『日本専門医機構認定共通講習』の実施要綱（2021 年 3 月 3 日）」に準じて手続きを

行う。 
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※ DVD等を用いた伝達講習の場合、申請の際に送付するプログラム等は、必要事項（「主

催、共催」を始めとする5項目）の他に、DVD等による伝達講習である旨と、元とな

った講習会の主催者、開催日時、講習会名を必ず記載すること。 

※ 本制度の担当者は、都道府県医師会内の日医生涯教育制度の担当部署に対し、専門医

「共通講習」の対象となる講義が含まれる旨の情報提供を行う。 

 

６．研修会開催の手続き・報告 

 主催医師会は、開催前の手続きから終了後の報告に関し、次の（１）～（７）を基にして行うも

のとする。 

（１） 研修会の承認 

郡市区医師会主催の場合、主催医師会は、都道府県医師会に対し研修会の開催について連

絡し、都道府県医師会はその内容等を確認のうえ承認する。 

（２） 研修会登録◆★ 

主催医師会は、当該研修会の５週間前までに、全国医師会研修管理システム（以下「研修

管理システム」）に研修会情報の登録を行い、郡市区医師会主催の場合は、さらに都道府県

医師会が承認する。 

※ 日医かかりつけ医機能研修制度のIDでログインし、本制度の応用研修会として研修

会情報の入力を行う。 

 混合講習会（本応用研修の単位が付与されない講義を含む講習会）は、生涯教育管理 

 システムIDでログインし、生涯教育制度の研修会として研修会情報を入力する。入力 

 方法については、「日本医師会 全国医師会研修管理システム操作マニュアル 生涯教育 

 制度用 講習会管理WEB編」を参照のこと。 

※ 所属（または、所属医療機関のある）都道府県医師会および医師会入会状況により受

講対象者を限定する場合は、研修会基本情報の備考欄に“受講者は都道府県内の医師

会会員医師に限る”等の入力を行う。 

（３） 研修会の開催連絡 

都道府県医師会は、上記「６．（２）」による研修会登録を行ったうえで、当該研修会の５

週間前までに、開催を決定・承認した研修会の「開催連絡票」（様式03-1）とプログラムを

日医あてに送付する。 

 → 日医は、「開催連絡」を受け、研修会内容および研修管理システムの入力を確認のう 

   え、必要に応じて講義用のパワーポイントまたはDVD等を送付する。 

（４） 受講者情報の確認★ 

主催医師会は、受講申し込み受付時に受講管理に必要な受講者の情報（医籍登録番号、氏

名、フリガナ、生年月日、性別、等）を確認する。 

（５） 研修会の受講確認 

主催医師会は、各講義における受講者の受講（出欠）を適正・確実な方法で確認する。特

に、研修会の同時中継等の場合、各会場において確実に行うこと。 

※ 本研修会における単位は受講した講義に対するものであり、遅刻・早退した講義は欠

席として扱い、講義の単位は付与しない。また、中間の講義を欠席（中抜け）した場

合も、当該講義は未受講となる。 

（６） 受講実績入力◆★ 

主催医師会は、研修会終了後に、上記「６．（５）」による受講確認を基に研修管理システ

ムに受講実績を入力し、出欠状況を「確定」とする。 



 
－4－ 

 

※ 研修会の会場において、各講義に携わる主催医師会の講師（中央研修におけるDVD等

の講師を除く）および担当役員も受講者に含める。 

※ 遅刻・早退により欠席とされた場合は、実際の「来場時間」「退場時間」を研修管理

システムに入力することにより、出席した講義のみが受講実績として登録される。 

また、中間の講義を欠席（中抜け）した場合は、備考欄にその旨（記入例：中間の講

義３～４欠席）を入力したうえで出欠状況を「確定済」とし、その後、欠席した講義

（記入例では講義３～４）の単位を個別単位取消により取り消す。 

（７） 研修会の終了連絡 

都道府県医師会は、研修会終了後４週間以内に、研修会の「終了連絡票」（様式03-2）を日

医あてに送付する。 

 

７．受講証明書 

（１） 受講証明書の交付対象者 

原則として、主催医師会が受講を認めた医師とする。 

なお、他の都道府県医師会における医師の受講に際しては、後掲の【確認事項４】を参照

して手続きを行う。 

（２） 受講証明書の交付★ 

研修管理システムにおいて受講実績を管理する研修会は、受講証明書の印刷・交付が主催

医師会の任意となる。 

受講証明書は、上記「６．（５）」による受講確認を基に、日医が作成した「受講証明書」

様式（受講管理の方法により①または②を選択）により、都道府県医師会が交付する。 

※ 郡市区医師会にて「受講証明書」を交付する場合は、後掲の【確認事項５】を参照の

こと。 

（３） 受講証明書の送付と受講者名簿の管理 

都道府県医師会は、交付した受講証明書を受講者へ送付するとともに、都道府県における

受講者の名簿を管理する。 

 

 

―――――――――――― 

◆ 主催する郡市区医師会が研修管理システムを未使用の場合は、都道府県医師会が代理で入力を行う。 

◆ 日医生涯教育制度の受講管理方法が研修管理システムでない（独自の方法で管理する）場合は、「受講

証明書」選択に注意のこと。 

★ 「日医かかりつけ医機能研修制度 令和 2 年度修了申請（令和 3 年度証書発行分）に関する特例措置」

（以下「特例措置」）の実施により、暫定的に付与された応用研修単位の補填を目的とした受講者（以

下「暫定付与分受講者」）がいる場合は、研修管理システムの入力等が例年と異なるため注意する。 

なお、特例措置の詳細は、令和3年1月22日付「事務連絡」（生106、保324、介186、）を参照のこと。 

★ 上記「６．（２）研修会登録」は当該研修会の５週間前までに行うものとしているが、受講申し込み締め

切り後（暫定付与分受講者の有無が決まり次第）に行う場合は、上記「６．（３）研修会の開催連絡」

の際にその旨を書き添えること。また、専門医共通講習の申請においても、研修会情報の登録が開催直

前になる旨をメール本文に書き添えるとともに、登録終了後にはその旨を連絡する。 
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＊ ＊ ＊ ＊ ＊  後  掲  ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

 

【確認事項１】企業共催について 

 企業と共催する場合（他団体が企業と関与する場合も含む）については、下記①～⑤の要件を

遵守する。ただし、主催は都道府県医師会または郡市区医師会とし、個人情報の取扱い等の観点

から、研修会管理や受講管理等は医師会において行う。 

 企業共催要件 

 ① 商品の宣伝をしない（販売促進を目的とした資料配付や映像の上映、講演内容に商品名を

入れる等）。 

 ② 研修会の企画・立案は行わない（都道府県医師会および郡市区医師会が主導で行う）。 

 ③ 研修会で登壇して挨拶をしない。 

 ④ 飲食物の提供はしない。 

 ⑤ 研修会の案内文書を受講者へ直接郵送しない。 

（参照：平成31年4月24日 日医かかりつけ医機能研修制度に係るQ&A（都道府県医師会用Ver.4）Q3-

8） 

 

【確認事項２】都道府県医師会または郡市区医師会が作成するテキストおよび講義用パワーポイ

ントについて 

日医が中央研修にて作成したテキストを使用せず、都道府県医師会において独自にテキストを

作成する場合、シラバスに基づきテキストを作成する※1。なお、本研修制度における「テキス

ト」とは、講義で使用するパワーポイントおよび解説本文から構成される資料を指す。 

また、都道府県医師会において独自に作成したテキストが、上記シラバスに基づくものである

かを日医において確認するため、当該研修会の4週間前までに、当該テキストと「テキスト事前

確認用紙」（様式03-3）を日医あてに送付する※2。 

※1 【参考】日医はテキスト作成者に対し、下記のとおり依頼。 

Ⅰ．テキストの構成 ：講義で使用するパワーポイントおよび解説本文という形式で作成する。 

Ⅱ．パワーポイント ：60分の講義内容／50枚程度（目安） 

Ⅲ．解説本文執筆字数： 16,000字（目安） 

※2 シラバスに基づく都道府県医師会作成テキストの確認方法は、第一段階として日医事務局において

シラバスに記載されている各講義の「目標」と「キーワード」に沿ったものであるかを確認のう

え、日医担当役員の決裁により承認する。第一段階で判断ができない場合は、シラバス作成者に対

して確認を依頼する。承認の可否については、日医事務局より都道府県医師会に対し連絡する。 

（参照：平成31年4月24日 日医かかりつけ医機能研修制度に係るQ&A（都道府県医師会用Ver.4）Q3-

12） 

 

【確認事項３】Web形式による研修会について 

 「日医Web研修システム」を使用したライブ配信に限り、Web形式による研修会が認められ

る。ただし、都道府県医師会において日医Web研修システムの使用が可能になるまでの間は、一

般的なWeb会議システム（Webex、Zoom 等）を使用したライブ配信であっても認められる。 

 開催に際しては、座学による研修会に対する本実施要領に加え、下記（１）～（５）を遵守す
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る。 

 

（１） テキストと講義の配信方法 

受講時の教材として必須となるテキストを受講者へ事前配付（または、Webシステム等に

掲載）し、下記①または②により講義を配信する。 

① 講師による講義をライブで配信する（講師の配信場所は問わない）。 

② 事前に収録した講義（DVD等）を日時を指定して配信する（日時を変えて同一主催

者が同一講義を複数回配信する場合は、「新型コロナウイルスの感染拡大に伴うイン

ターネット回線を用いた講習会等の日本医師会生涯教育制度における取り扱いにつ

いて」等の記載内容に留意）。 

（２） 研修会登録 

① Webのみの場合 

・「研修会名」欄の研修会名の最後に、「（Web講習会）」と入力する。 

・研修会基本情報の「開催場所（会場名）」欄に、主たる配信場所を入力し、配信場 

  所の最後に「（Web講習会）」と入力する。（記入例：日本医師会館（Web講習会）） 

② 座学による研修会と同一日時に実施する場合（ハイブリッド） 

・座学とWebともに「専門医共通講習」の単位を付与する場合、一括して登録する。 

・Web受講において「専門医共通講習」の単位が付与できない場合、座学とWebで 

  別に研修会情報を登録する。 

・「研修会名」欄の研修会名の最後に、「（座学・Webハイブリッド講習会）」と入力 

  する。 

・研修会基本情報の「開催場所（会場名）」欄に、主たる配信場所を入力し、配信場 

  所の最後に「（座学・Webハイブリッド講習会）」と入力する。 

（３） 受講確認 

日医Web研修システムにより、下記①～③にて各講義の受講を確認する。 

① 各講義中に、日医Web研修システム※1が定期的にログで視聴を確認 

② 各講義中に、日医Web研修システム※1がランダムに配信する視聴コード（キーワー

ド）を受講者が入力 

③ 「専門医共通講習」の単位を付与する場合、講義「かかりつけ医の質・医療安全」

に限り、講義配信後に日医Web研修システム※1に設定した日本専門医機構の規定に

よるテスト（5問）※2を実施 

※1 日医Web研修システムに関する設定の詳細は、日医より個別に連絡する。 

※2 講義「かかりつけ医の質・医療安全」に限り、①②に加えて③の合格（80％以上の正解）が必要。

80％以上の正解を得るまで繰り返し解答できるが、日医Web研修システムから指定された日時まで

に80％以上の正解が得られない場合は不合格となり、当該講義は未受講となる。 

※3 一般的なWeb会議システム（Webex、Zoom 等）を使用する場合は、日医Web研修システムによる確

認事項に則し、下記①～③にて各講義の受講を確認する。 

また、自宅等において受講者の操作する端末により受講することから、▽会場で受講する場合と同

様に講義に集中すること、▽講義中の画像等の無断流用など著作権・肖像権を侵害する行為をしな

いこと―等について、必要に応じて注意喚起を行う。 

   ① システムのログにより入退時刻を確認 

   ② 講義配信後に受講者が提出する「Web研修会受講確認用ご提出用紙」（様式03-4）を確認 

   ③「専門医共通講習」の単位を付与する場合、講義「かかりつけ医の質・医療安全」に限り、講 

    義配信後に日本専門医機構の規定によるテスト（5問）を実施。テストは「Googleフォー
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ム」 

    での実施を推奨する。「Googleフォーム」設定の詳細は、日医より個別に連絡する。 

 

（４） 受講証明書の交付 

① 座学による研修会と同一日時に実施する場合（ハイブリッド）は、受講証明書は同

じ様式にて交付する。ただし、Web受講において「専門医共通講習」の単位が付与

できない場合は、別の様式で交付する。 

② 「研修会名」の最後に、「（Web講習会）」または「（座学・Webハイブリッド講習

会）」と入力する。 

（５） その他 

① システムダウン等の対応 

システムダウン等により研修会を計画どおり行えなかった場合、研修会終了後、日

医介護保険課に報告する。当該研修会の単位交付については、日医かかりつけ医機

能検討会の決定に基づき対応する。 

② その他の研修会に係る単位との関係 

本実施要領に沿って開催したWebによる研修会の受講では、講義「かかりつけ医の

感染対策」「かかりつけ医の倫理」における「日本専門医機構認定共通講習」の単

位、および「地域包括診療加算・地域包括診療料に係る かかりつけ医研修会」の単

位として認めらないことを注意する。 

 

【確認事項４】他の都道府県医師会における医師の受講希望について 

（１） 受講申し込み 

主催医師会は、受講希望者の所属する（または、所属医療機関のある）都道府県医師会

（以下「所属医師会」）から、受講申し込みを受ける。 

受講希望者から直接申し込みを受ける場合、所属医師会によっては手続き等の費用を受講

者から徴収するため、主催医師会は必ず所属医師会に連絡をしたうえで受講申し込みを完

了すること。 

（２） 主催医師会は、次の①～②について確認する。 

① 受講管理に必要な受講者の情報（医籍登録番号、氏名、フリガナ、生年月日、性

別、医師会入会状況 等）★について、所属医師会に確認する。 

② 主催医師会における日医生涯教育制度の受講管理方法が研修管理システムでない

（独自の方法で管理する）場合は、その旨（日医生涯教育制度「参加証」を交付

する）を所属医師会へ伝える。 

（３） 受講確認 

主催医師会は、適正・確実な方法で研修会当日に受講者の受講（本人確認を含む出退）を

確認する。 

（４） 受講実績入力◆★ 

研修会終了後に、主催医師会が受講確認を基に研修管理システムに受講実績入力を行う。 

（５） 受講実績の報告★および受講証明書の交付★と送付 

主催医師会は、所属医師会へ受講実績を報告する。また、受講証明書を交付する際は、所

属医師会へ送付する。 

（６） 受講の確認（情報管理）★と受講者へ受講証明書の送付 

所属医師会は、主催医師会から届いた受講実績の内容を確認し、今後、受講者の修了申請
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時等に確認できるよう受講情報を控えたうえで、受講証明書が交付された場合は受講者へ

送付する。 

 

【確認事項５】郡市区医師会が交付する受講証明書について 

 応用研修会の受講証明書については、原則として都道府県医師会長名で交付する。ただし、政

令市・指定都市・特別区など、医師数の多い地域に所在する郡市区医師会の主催で開催する応用

研修会については、都道府県医師会の判断により、受講証明書を当該郡市区医師会長名で交付す

ることも可能である。 

（参照：平成31年4月24日 日医かかりつけ医機能研修制度に係るQ&A（都道府県医師会用Ver.4）Q3-

13） 

 

以上 


